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共栄⽕災海上保険株式会社（本社：東京都港区新橋１−１８−６、社⻑：⽯⼾⾕ 浩徳）
は、この度、２０２４年１０⽉１⽇以降保険始期のご契約を対象に、国内旅⾏総合保険の
救援者費⽤等補償特約（以下「救援者費⽤補償」といいます。）の補償内容を拡⼤する商
品改定を⾏います。 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移⾏や、交通インフラの拡充に伴い、国内
旅⾏の需要は回復傾向にあります。 

このような中、国内旅⾏保険分野では業界で初めて（※当社調べ）、救援者費⽤補償について、
疾病を補償の対象とします。また、傷害（ケガ）による⼊院⽇数の条件を撤廃し、保険⾦お
⽀払いの要件を緩和します。 

この改定によって、旅先における急なご病気での⼊院などで付き添いのためにご家族が
駆けつける際の交通費や宿泊費などが補償の対象となります。旅先での不安を少しでも和
らげることで、お客さまの安⼼に繋げてまいります。 

 

◆ ◆ ◆ 

 
国内旅⾏総合保険は、国内旅⾏中の傷害（ケガ）の補償、賠償事故の補償、携⾏品の損

害補償など、国内旅⾏中のさまざまな事故等に対して補償をする保険商品です。 
  

 

News Release 



「救援者費用等補償特約」における補償内容の拡大について 

 背景 

 救援者費⽤補償は、国内旅⾏中のトラブル発⽣時に、旅⾏者（被保険者）のご家族が
現地に駆けつける際の駆けつけ費⽤（交通費、宿泊費）等を補償するものです。 
従来の救援者費⽤補償は、旅⾏者の死亡・⼊院を⽀払対象の事由としていますが、そ
の原因を「傷害（ケガ）」に限定しています。 

 このほか、旅⾏者が「傷害（ケガ）」を被って⼊院しても、⼊院期間が14⽇未満のとき
は、ご家族の駆けつけ費⽤等が補償の対象外となっておりました。 

 当社として、旅⾏者、そのご家族ともにより安⼼して国内旅⾏をお楽しみいただける
よう、この度、これらの点を改善すべく、救援者費⽤等補償特約の補償内容を拡⼤す
るものです。 

 概要 

（１）補償内容について 

保険⾦のお⽀払い対象となる事由を次のように拡⼤し、これらの事由が発⽣した場合に、
旅⾏者のご家族が負担した交通費、宿泊料、遭難救助費⽤などの費⽤に対して、補償を受
けることができます。なお、疾病による費⽤補償を追加しますが、健康状態の告知は必要
ありません。 

 
  改定前 改定後 

傷 

害 

傷害を直接の原因として、180 日以内

に死亡した場合 
変更なし 

傷害を直接の原因として、継続して 14

日以上入院した場合 

傷害を直接の原因として、保険期間が終

了するまでに入院（日帰り入院を含む）

した場合 

疾 

病 

補償対象外 

疾病を直接の原因として旅行行程中に

死亡した場合 

旅行行程中に発病した疾病を直接の原

因として、発病した時以降、保険期間終

了日から 30 日以内に死亡した場合 

旅行行程中に発病した疾病を直接の原

因として、保険期間が終了するまでに入

院（日帰り入院を含む）した場合 

そ
の
他 

搭乗している航空機や船舶が行方不明・

遭難した場合 など 
変更なし 

１ 

２ 

業界初 



（２）具体事例 

今回の商品改定後は、例えば次のような場合にご家族が負担する駆けつけ費⽤等に対し
ても保険⾦をお⽀払いすることができるようになります。 

● 宿泊先の浴場で⼊浴中、急性⼼不全を発症して⼊院した。 
● ⼣⾷時（宴会時）、脳梗塞で倒れて⼊院した。 

 

（３）保険料について 

国内旅⾏総合保険では、従来から旅⾏の期間に合わせてご契約タイプをお選びいただけ
ますが、今回の補償内容の拡⼤に伴い、保険料率が引き上げとなるため、国内旅⾏総合保
険の契約タイプを改定します。 

合計保険料から、最⼤で500円の引き上げとなります。 
 

◆ ◆ ◆ 

 

当社では、国内旅⾏総合保険「救援者費⽤等補償特約」における疾病補償等の拡⼤をは
じめ、さまざまなリスクに対応した補償やサービスの提供を通じて、お客さまがより安⼼
して暮らせる社会の実現に取り組むとともに、地域・社会の発展に貢献してまいります。 

 
以上 


